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九訂版のはしがき

この資料は，平成25年3月19日付け法務省刑総訓第1号をもって事件事

務規程の全面改正が行われ， これが同年4月1日から施行されたことに伴

い，同17年3月に刊行された八訂特別研修賓料第4号を基にして改訂した

ものである。

改訂に当たっては，釜孝一大臣官房人事課上席補佐官を煩わし’刑事局
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この資料は，平成11年3月に刊行された七訂特別研修資料第4号「事件

事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達等を織り込むとともに，

利用者の便を図るため，索引(事項，判例，検務実務家会同，通達等)等を

設けたものである。さらに，前回の改訂の際にも増して訴訟書類の作成に

当たり記名押印，契印不要等書類例示一覧表を始めとして付録の充実も図

つた。

今回の改訂に当たっては，冨永康雄最高検察庁検務課長補佐に加筆，補

筆の労を煩わせた。
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この資料は，平成元年3月に刊行された五訂特別研修資料第4号「事件

事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達等を織り込んだもので

ある。改訂に当たっては，村山和雄刑事局総務課補佐官に加筆，補筆の労

この資料は｝平成6年2月に刊行された六訂特別研修資料第4号「事件

事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達等を織り込むとともに，

①公用文表記に改められていない部分の補正，②表現の平易化，③他の検

務関係事務解説との注記表記等の平そく合わせ，④付録として現行事件事

務規程の掲載等を行ったものである。改訂に当たっては，冨永康雄刑事局

を煩わした。
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この資料は，昭和53年12月に刊行された三訂特別研修資料第4号「事件

事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達等を織り込んだもので

ある。改訂に当たっては，武内道明刑事局総務課補佐官に加筆，補筆の労

を煩わした。

なお， 旧版の紙型を利用した部分があるので，仮名遣いで不統一な箇所

この資料は，昭和62年12月25日付け法務省刑総訓第1060号をもって事件

事務規程の全面改正が行われ， これが同63年4月1日から施行されたこと

に伴い，同59年3月24日に刊行された四訂特別研修資料第4号を基にして

改訂したものである。改訂に当たっては，最高検察庁会計課長傳法谷弘氏
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この資料は，昭和51年3月に刊行された再訂特別研修資料第4号「事件

事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達，質疑回答を織り込む

とともに，昭和50年1月以降，支部・区検において全国的に実施されてい

る検務事務処理票による事務処理についての解説を付け加えたものである。

改訂に当たっては，長塚享東京高検会計課長を煩わした。

なお，本書は，予算の都合により， 旧版の紙型を利用した部分があるた

め，現行の当用漢字，仮名遣いでない箇所があること左お断りしておく。

この資料は，昭和44年4月に刊行された改訂特別研修資料第4号「事件

事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達，質疑回答を織り込ん

だものである。改訂に当たっては，長塚享刑事局総務課長補佐を煩わし’

俵谷利幸刑事局総務課長及び西本昌基研修第二部長が校閲した。

なお，本書は，予算の都合上により，旧版の紙型を利用した部分がある

ため，現行の当用漢字，仮名遣いでない箇所があることをお断りしておく。
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特別研修資料第4号として， 「事件事務解鋭」を刊行する。

この資料は,‐第1号の「証拠品事務解説」にはじまるシリーズもので，

現に検察庁で検務及び事務局関係の各種事務に携わっている者の手軽な参

考書として， あるいは各種研修の教材として利用されることを狙いとした

ものである。

証拠品事務規程・徴収事務規程・執行事務規程のいわゆる検務三法に加

え，新たに事件事務規程が制定されて，検務事務関係の諸規程が整備され，

この種事務の全国的統一が図られたことは，誠に感慨深いものがある｡

この資料が， この種事務の執行のための新しい導きとなることを切に願

ってやまない。

なお，本書は，刑事局総務課長伊藤栄樹氏と同課検務第一係長長塚享氏

を煩わし’共同執筆をお願いしたものである。

改訂特別研修資料第4号として本書を刊行する。

この資料は，事件受理から裁判確定にいたるまでのいわゆる事件事務の

うち，主として検察事務官が処理する事務について解説したものであり，

昭和42年1月発刊した特別研修資料第4号「事件事務解説」を基として，

その後の規程の改正，質疑回答等を織り込んだものである。

検察事務官のための普通科・高等科研修の基本教材および事務処理上の
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第1章事件事務について

事件事務あるいは事件関係事務という場合，それがいかなる事務を包摂

する概念であるかについては， これまで確立された解釈はない。狭く解す

れば，事件の受理に関する事項及びこれに関連する事項と定義付けること

もできるし，広く解すれば，事件の受理から裁判の執行に至るまでの刑事

事件に関する全ての検察事務をいうものと定義付けることもできる。しか

し，事件事務を一般的に定義付けることは，検察事務運営上必須のことと

も考えられないので，事件事務規程は，既存の事務規程の規定する事務の

範囲や，実際に事務の運営に当たる職員の便宜を考慮して，一応，事件の

受理，捜査，処理及び公判遂行等に関する事務を事件事務とみなすことと

して，その取扱手続の大綱を定めることとしている。
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にとどめているからである。 したがって， これらの事務に関する規定

の中には，書式のみを規定したものもあるわけである。

3規程において， 「事件担当事務官｣， 「令状担当事務官」及び「公判

担当事務官」がそれぞれ定装され，事件担当事務官は，組織機構上の

高等検察庁の検務課若しくは検務第一課又は地方検察庁若しくは区検

，察庁の検務部門の事件担当部署に属する検察事務官のみを指すもので

はなく，検察庁事務章程の定めるところにより，規程により定める事

件の受理及び処理に関する具体的事務を所管し，又は分担する検察事

務官一般を指すものとして位置付けられた。

また，令状担当事務官は，令状の請求及び執行に関する具体的事務

を所管し，又は分担する検察事務官一般を指すもの，公判担当事務官

は，公判遂行に関する具体的事務を所管し，又は分担する検察事務官

・一般を指すものとそれぞれ位置付けられた。

第3規程の改正等について

1 検察総合情報管理システム（以下「検察システム」 という。）の導

入に伴い，検察システムによる管理を原則とし，全国統一的な事件事

務の管理を行うとともに，一層の合理化，適正化を図るため，平成25

年3月19日付け法務省刑総訓第1号法務大臣副令をもって，それまで

の規程の全部が改正され，現在の規程が定められた。

2規程第1条に規定する事件の受理，捜査，処理及び公判遂行等に関

する事務その他これに付随する事項については,､検察システムにより

管理を行うこととされ，その管理方法については， 『検察総合情報管

理システムによる事件事務取扱要領」 （｢事件事務規程の改正につい

て」 （平成25年3月19日付け法務省刑総第405号刑事局長通達別添)）

‘で定めている。

3平成26年3月11日付け法務省刑総訓第1号大臣訓令をもって，一部

‐=~、

第2章事件事務規程について

I

第1 事件事務規程

1 事件事務規程（以下「規程」 という。）は，平成25年3月19日付け

法務省刑総訓第1号法務大臣訓令をもって訓令され，同年4月1日か

ら施行されたものである。

2規程は，検察庁事務章程く昭和60年法務省訓令第1号大臣額令)，

執行事務規程（平成25年法務省刑総訓第2号大臣訓令)，証拠品事務

規程(平成2年法務省刑総訓第287号考臣訓令)，徴収事務規程(平
成25年法務省刑総訓第4号大臣訓令）等と同檬に検察庁法（昭和22年

法律第61号）第32条にいう 「検察庁の事務章程」の一つであり，韻令

の宛先は，検事総長，検事長，検事正とされているが， これは直接検

察庁の全職員を拘束するものである。

第2規程の目的等

’ この規程は，事件の受理,捜査，処理及び公判遂行等に関する事務

の取扱手続を規定し， これを取り扱う職員の職務とその責任を明確に

し， もって，事件に関する事務の適正な運用を図ることを目的として

いる。 ．

2規程は，他の事務規程と多少趣を異にし，主に関係事務の取扱手続

の大綱を定めるもの･としている。これは，規程にいう事件関係事務の

中には，捜査，処理，公判遂行のように，検察官の本来的職務そのも

のに属する事務が少なからず存するのであるが， これらについては，

専ら個人の検察官の判断と上司の適切な指揮監督とに委ねることとし，

事務処理の統一を期するために必要な書式を定める等の規制を行うの

で
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各 論 5
4 第2章事件事務規程について

各
語
祁が改正された。この訓令は， ‘精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律の一部を改正する法律（平成25年法律第47号）が公布され，平成26

年4月1日から施行されることに伴い発せられたものであり，規程第

77条第1項及び書式例中様式第120号に所要の改正（引用している条

文が変更された｡）が加えられた。

4 平成26年5月12日付け法務省刑総訓第6号大臣訓令をもって，一部

が改正された。この訓令は， 自動車の運転により人を死傷させる行為

等の処罰に関する法律（平成25年法律第86号）が公布され，平成26年

5月20日から施行されることに伴い発せられたものであり，書式例中

様式第1号及び第2号に所要の改正（事件記録一証拠品送致票の「使

用上の注意」欄に記載されている事件名のうち， 「自動車運転過失致
i

死傷事件」が「過失運転致死傷事件」に変更された｡）が加えられた。
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第1 受理手続を行う場合（第3条）

1 事ｲ牛の受理手続は，規程第3条第1号から第8号までに掲げる事由

が生じた場合に行う。同条は，被疑事件の受理事由を全て網羅した趣

旨であって，受理手続の行われない被疑事件の存在を認めるものでは

ないから，検察官の捜査，処理の対象となる全ての被疑事件は，各号

のどれかに当たるものとして受理手続を行わなければならない。

2 事件の受理手続は，次の場合に行う。

（1） 刑事訴訟法（昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」 という。）

第203条第1項，第211条，第216条,第242条，第245条又は第246条

の規定により司法警察員又は国税庁監察官から事件の送致又は送付

を受けたとき （第1号)。

規程は， 「事件の送致又は送付」 という字句を用いているが， こ

れは，正確には，刑訴法第203条第1項並びにこれを準用する第211

条及び第216条の規定による場合「身柄の送致」であり，第242条及

びこれを準用する第245条の規定による場合「書類及び証拠物の送

付」であるが，便宜実務上の慣用に従って「事件の送致又は送付」

と規定されたものである。

（2） 他の検察庁の検察官から事件の送致を受けたとき（第2号)。

（31 少年法（昭和23年法律第168号）第19条第2項（同法第23条第3

項において準用する場合を含む｡） ，第20条又は第23条第1項の規
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6 第1章事件の受理 各 論 7

定により事件が検察官に送致されたとき （第3号)。

これは，刑事処分相当又は年齢超過の理由により家庭裁判所から

いわゆる逆送を受けた場合である。

(4) 検察官が告訴，告発， 自首又は請求を受けたとき（第4号)。

(5) 検察官が自ら犯罪を認知してその捜査に着手したとき（第5号)。

いわゆる検察官認知の場合であるが，受理手続を行うべき時点は，

検察官が自ら犯罪を認知してその捜査に着手したときである。検察

官認知の端緒となる事由は，極めて多岐にわたり，個々の検察官が

認知に基づいていつ捜査に着手したか否かが明らかでない場合もあ

ると考えられるが，実務上は，検察官による捜査の着手が客観的に

明らかとなったとき，例えば，各種令状請求書が作成されたときや

参考人の供述調書が作成されたとき等を捜査の着手の時期として受

理手続を行うべきである。

投書申告等があった場合は，それだけでは一般に受理の事由と

はならない。これに基づいて内偵等の上，検察官が犯罪ありと認め

てその捜査に着手したときに初めて受理手続を行うべきである。

また，いわゆる重要未検挙事件については，それが発生したとい

うだけでは受理の事由とならず，検察官が自ら検視，実況見分のた

めに臨場し， あるいは， 自ら鑑定処分許可状，検証許可状を請求す

る等現実に捜査に着手したときに受理手続を行う。

なお，司法警察貝等から 「事件の引継ぎ」 （注）がなされた場合

や， 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第

6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位

に関する協定の実施に伴う刑事特別法（昭和27年法律第138号）第12

条に基づいて被疑者を受領した場合等は，規程第3条第5号に当た

るものとして受理手続を行うこととなる。

(注） （刑訴法第193条第3項の）具体的指揮権の効果として， 同一事件について検

察官と司法蕃察職員とがI司時併行的に捜査を行っているような場合，検察官

が必要と認めて， 司法菩察職員に対してその捜査中の事件の引継ぎを求め，

以後検察官の指揮のもとに捜査を行わせることもできるものと解される（註

釈刑宰訴舩法く新版＞第三巻64ページ〔伊藤栄樹・河上和雄補正〕）。
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(6) 不起訴処分又は中止処分に付した事件を再起するとき（第6号)。

再起とは，不起訴処分又は中止処分に付した事件について，捜査

を再開し，処分を変更し又は不起訴裁定主文を変更しようとするこ

とを意味する。不起訴処分に対する告訴人の不服申立て等（注1）

･･により上級庁から起訴命令があったような場合には， 当然事件を再

起すべきであり，規程第3条第6号に当たるものとして受理手続を

行うこととなる。

なお，検察審査会で起訴相当又は不起訴不当の議決があった場合，

更に起訴をすべき旨の議決があった場合には，事件を再起して事件

の受理手続を行うこととされている（注2〉。
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(注1）検察官のした不起訴処分については，行政不服審査法（昭和37年法律第160

号） .による不服申立てができない（同法第4条第1項第6号）が，実務上．

上級検察庁の長に対して不服申立てをして監督権の発動を促す●ことがある。

このような不服申立てがあったときは，その上級検察庁においてこれを受

理してその処分を再検討するなど適正な処理が行われている（規程第191

条)。

(注2）検察審査会の識決に対する手続については,規程第169条以下に規定され

ており．第7章で触れる。
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(7) 刑訴法第329条の規定による管轄違いの判決，刑訴法第338条第4

号の規定による公訴棄却の判決又は刑訴法第339条第1項第1号若

しくは第463条の2第2項の規定による公訴棄却の決定が確定した

とき（第7号)。

これらの裁判は，いずれも既判力を生じない形式的裁判であるか

ら，再起訴の前提として，新たに受理の手続を行うものである。ま
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8 第1章事件の受理 各 論 9

た，受理手続は, これらの裁判をした裁判所に対応する検察庁にお

いて行うべきであるから，控訴審において刑訴法第338条第4号の

規定による公訴棄却の判決があった場合には，対応する高等検察庁

において受理手続を行うこととなる（注)。

（注）昭和43年検務実務家会同事件事務関係1問答（例規集）

（8） 前に公訴の取消しをした事件につき刑訴法第340条の規定により

更に公訴を提起しよ､うとするとき（第8号)。

3規程第3条が，受理手続を行うべきものとしているのは，被疑事件

に限られるから，刑訴法第266条第2号の規定による付審判決定，裁

判所による併合，移送若しくは差戻しの裁判，再審開始決定又は正式

裁判の申立て等によって事件が対応裁蛎の公判に係属したような場

合には，事件の受理手続は行われない（これらの場合には，検察シス

テムによりその旨を管理することとなる｡）。

4規程は，事件を受理すべき庁については，何ら規定していない。し

たがって，司法警察員をして，事物管轄が地方裁判所と簡易裁判所に

競合する事件を地方検察庁又は区検察庁のいずれに送致せしめる取扱

いとするかなどは，各庁の運用に委ねられている。

第2事件記録の受領手続（第4条）

1 事件担当事務官は，司法警察員又は国税庁監察官（以下「司法警察

員等』 という。）から事件の送致又は送付を受け，事件記録を受領し

たときは， これを事件記録・証拠品送致票（甲） （様式第1号）又は

事件記録・証拠品送致票（乙） （様式第2号） （以下「送致票」 とい

う。） と対照確認した上，送致票の甲，乙両片に押印して乙片を切り

取り，送致票を司法警察員等に返還する。証拠品がある場合には，事

件担当事務官は，送致粟と共に事件記録及び証拠品を証拠品担当事務

官に送付する。証拠品担当事務官は，証拠品事務規程第4条第3項所

定の手続をする。

2事件記録・証拠品送致票に代え，司法警察員等が作成した電磁的記

録と共に事件記録を受領する場合において，証拠品のないときは司法

警察員等に適宜の方法により受領した旨を通知し，証拠品のあるとき

は事件記録及び証拠品を証拠品担当事務官に送付する。

この場合，司法警察員等が作成した『事件記録・証拠品送致票」の

記載事項に相当する内容の電磁的記録を，事件担当事務官が､『送致デ

ータ」として受領し， これを検察システムに反映させ，事件を送致又

は送付した司法警察員等に対して，事件記録を受領した旨を適宜の方

法（例えば，司法蕃察員等から送致又は送付を受ける際に受領したUSB

メモリに記録する方法や検察システムに反映させた事件受理に関する

事項を印刷して書面を司法警察員等に交付するなどの方法が考えられ

る｡）により，事件担当事務官から通知する。 、

証拠品があるときは，事件担当事務官は，証拠品担当事務官に対し，

送致データと共に事件記録と証拠品を送付し，証拠品担当事務官から

司法警察員等に対し，事件記録及び証拠品を受領した旨を適宜の方法

により通知することとなる。

なお，事件配録及び証拠品の受領手続の取扱いについて，事件記

録．証拠品送致票によるのか,送致データによるのかは，各庁の実情

に応じた取扱いに委ねられている。 、

3事件担当事務官は，他の検察庁の検察官から事件の送致を受けたと

きは，検察システムにより事件記録及び証拠品の授受関係を管理する。

この場合において，事件記録と共に証拠品の送付を受けたときは，

事件担当事務官は，規程第5条の規定により受理手続を行い，上記1

と同様に証拠品担当事務官に事件記録及び証拠品を送付する。
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10 第1章事件の受理 各 論 11

4送致票は，司法警察員等が事件を送致又は送付する場合に使用され

るほか，収税官吏，税関職員等が事件を検察官に告発する場合にも使

用することとされているから， これら（注）の者から告発があったと

きは，規程第4条第1項の規定に準じて事件記録の受領手続をする。
ノ

（注）昭34.3.28刑事5466号刑事局長通逮配二(1) (例規集）

5事件の送致を受けた場合において， 当該被疑者が逮捕中であるとき，

すなわち，いわゆる身柄付き事件であるときは，その逮捕が逮捕状に

よるものであれば逮捕状の所定欄に，その逮捕が現行犯逮捕によるも

のであれば現行犯人逮捕手続書の適宜の箇所（通常，末尾の余白部

・ 分）に， 、送致を受けた旨及びその年月日時等を記入して記名押印する。

規程上記名押印の主体について規定されていないことから分かるよう

に，記名押印する者は，検察官， ，検察事務官のいずれであっても差し

支えない。なぜなら，身柄の送致を受ける者は検察官に限られるから，

． 検察官が記名押印することが手続が適法に実行されたことを証明する

最も明快な方法であるが，検察官を補佐する検察事務官がb検察官に

おいて送致を受けたことを確認した趣旨で検察事務官たる自己の名を

記して押印したとしても，手続が適法に実行されたことを証明する手

段として欠けるところがないと考えられるからである。

第3事件受理の管理（第5条）

1 事件担当事務官は，事件を受理したときは，検察システムによりそ

の旨を管理するとともに，事件受理の事由区分に従い，事件番号を事

件記録表紙等に記入する。

2事件番号は，規程第3条の受理の事由が生じるごとに，被疑者1名

につき1番号を付し，暦年ごとに改・める。この場合において，規程第

3条第2号，第3号，第6号，第7号又は第8号に掲げる事由により

受理手続をするときは，その事件が処理されたときに被疑者に付され

ていた事件番号の数に応じた事件番号を付す。

受理事件の事件番号の取扱いについては，原則として，一被疑者，

一受理事由，－番号によって事件番号を付すこととなるが，検察シス

テムにより事件の受理及び処理を管理することとなったことに伴い，

例外として，移送受理（規程第･3条第2号)，家庭裁判所からの逆送

受理（同条第3号)，再起（同条第6号)，管轄違いの判決，公訴手

続違反による公訴棄却判決等があづた場合における再起訴するための

受理（同条第7号)，公訴の取消しをした事件につき再起訴するため

の受理（同条第8号）をする場合には，一度受理した事件番号の単位

（再受理前の事件番号の数）で事件の受理手続を行うものである。 ‐

例えば,A地方検察庁において，被疑者1名で二つの事件番号が採
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受理の事由 事件番号の記入箇所

第3条第1号 送致（付）書の所定欄

同条第2号． 移送書（甲） （様式第3号）又は移送書（乙）

(様式第4号）

同条第3号 家庭裁判所で添付した送付番

･同条第4号 直受事件表紙（様式第5号）を付し，その所定

欄

同条第5号から第8号まで 認知・再起事件表紙（様式第6号）を付し，そ

の所定欄



伝
Ｉ
↑
催
６
階
・
勝
広
屋
膿
瞳
院
陰
陰
腔
喉
膳

冨
刷
肘
隠
個
脇
圃
腱
鯏
臓
溺
憾
阿
鰹
震
騒
圏
■
■
■
■
■
Ｉ
圏
囲
畷
圃
騨
圏
窮
鬮
瞬
騒
駒
團
菌
團
圃
■
■
■
■
■
歴
置
翻
雇
隠
障
随
罷
州
・
‐
隈
蝿
祁
‐
沖
肥
．
、
購
い
鮴
鋤
汁
‐
‐
唯
叱
腓
朏

Ｉ
１
１
ｑ
０
・
‐
Ｄ
ｌ
０
ｒ
，
４
ｊ
１
．
二
６
４
↑
０
．
．
０
．
ｌ
ｒ
ｉ
０
０
０
Ｉ
…
Ｉ
ｌ
ｏ
Ｉ
０
ｊ
、
ｔ
１
．
１
‐
０
，
●
◇
０
０
０
８
６
０
Ｊ
や
１
８
０
に
い
ｂ
ｌ
０
ｉ
ｐ
０
ｅ
管
ｒ
４
ｉ
０
９
ｑ
０
ｏ
，
ｒ
０
１
０
０
Ｉ
Ｌ
ｇ
８
９
０
Ｂ
８
０
８
Ｉ
Ｑ
０
■
Ｉ
Ｄ
ｒ
ｕ
Ｂ
０
Ｄ
酢
ｔ
評
Ｐ
Ｐ
１
Ｂ
ｒ
，
ｌ
眠
い
Ｏ
ｂ
Ｈ
０
７
ｌ
９
０
器

各 論 13
12 第1章事件の受理

査第2章捜番された事件を一件記録として一通の移送書でB地方検察庁に移送し

た場合， これを受理するB地方検察庁の事件担当事務官は,A地方検

察庁と同様に事件番号を二つ採番して受理することとなる。

3被疑者の数が不明の事件については，その人員を1名として番号を

付し，後に被疑者の数が判明した場合にその数が2名以上であるとき

は，その1名を超える人員については，規程第3条第5号に掲げる事

由があるものとして新たに受理手続を行う。 、

4事件番号は，事件受理から捜査，処理, ､公判，裁判の執行，記録の

保存に至るまでの間，事件との関連を持たせるための最も重要な番号

であるから，事件受理に際しては，事件番号を重複させたり，事件記

録等に誤記したりすることのないよう留意しなければならない。

1通の送致（付）書等記録の表紙に，複数の被疑者氏名が記載され

ているときは， どの被疑者が事件番号の何番に当たるかを明らかにし

ておく必要がある。

5事件番号は， 「 年検第号」 と呼称する。一般事件と道路交通

法違反事件等との区分は，事件番号の呼称により区分するのではなく，

検察システムにより，事件番号とは別の事件区分という独立した職別

事項により区分することとなる6

したがって，一般事件の事件番号1番と道路交通法違反事件の事件

番号1番というような番号体系は採り得ず， これらを区分したい場合

には，あらかじめ十万番台を一般事件，五十万番台を道路交通法違反

事件とするなど，各庁の事情に応じた取扱いを定めておく必要がある。

また，地方検察庁受理事件及び併置区検察庁等受理事件の事件番号

の採番方法については，庁別に区分することなく事件番号を採番する

取扱いも可能である。

１
１

第1節通 則

担当事件の管理（第6条）

検察官は，検察システムにより，捜査を担当する事件を適切に管理して

おかなければならない。

事件を担当する検察官は，事件記録の授受を明らかにし，記録の所在を

管理し，記録を穀損，汚損することのないよう管理するだけでなく，事件

の未済及び既済について，公訴時効満了日，少年が成年に達する時期など

を適切に把握して，管理することが求められる。

また，検察官は，他の検察官に事件の引継ぎをするときは，速やかにそ

の旨を事件担当事務官に通知する。

この通知を受けたときは，事件担当事務官は，直ちに，検察システムに

より捜査を担当する検察官の管理を行う。

第2節捜査の端緒

第1 捜査の瑞緒

捜査の端緒となるべきものとしては，現行犯人の発見，変死体の検視，

告脈，告発，請求， 自首，新聞雑誌等の記事，投書，風評等様々な事象が

考えられるが，規程は， これらのうち，検視，告訴，告発， 自首に関する

事務手続について規定している。

第2検 視（第7条）

1 変死者又は変死の疑いのある死体があるときは，その所在地を管轄 ▲
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各 論 1514 第2章捜 査

する地方検察庁又は区検察庁の検察官はγ検視をしなければならない

（刑訴法第229条第1項)。

検視とは，死亡が犯罪に基づくものであるかどうかを判断するため，

五官の作用により死体の状況を調べることであり，変死者又は変死の

疑いのある死体とは，要するに，その死亡が犯罪によるものではない

と断定できない不自然死の死体である。

2 司法警察職員から変死者又は変死の疑いのある死体を発見'した旨の

報告があったときは，検察官又は検察事務官は，変死体発見受理報告

書（様式第7号）を作成する。

検察官は， この報告に基づき， 当該死体が変死者又は変死の疑いの

あるものであるかどうか，すなわち，検視の要否を判断し，検視の必

要があれば, 自ら行うか，あるいは，検察事務官又は司法警察員をし

て行わしめるかを決定する。 したがって， この報告書の各欄は正確に

記載し，特に， 「死因」， 「死体の状況特に犯罪に起因する疑いの状

況j, 「司法警察員の解剖の要否に関する意見」欄は；具体的，かつ，

詳細に記載する必要がある。

検察官が， 司法警察員に対し検視を指揮したときは，指揮を受けた

司法警察員の所属官署，氏名,、指揮の内容を報告書に記載する。指揮

を受けた司法警察員から検視の結果報告があったときは，その内容を

記戦する。

3 検察官が自ら検視をしたとき，又は検察官の命により検察事務官が

検視をしたときは，検視調書（様式第8号）を作成する。

第3 告訴・告発・自首（第8条）

1 検察官が， 口頭による告訴若しくは告発又はそれらの取消しを受け

て調書を作成するときは，告訴。告発（取消）調書（様式第9号）に

よる。 自首を受けて調書を作成する場合には， 自首調書（様式第10

号）による。

2 書面による告訴，告発があった場合において，その趣旨が不明であ

る等のため，告訴人又は告発人の供述を求めてこれを補充する必要を

生ずることがしばしばあるが，そのようなときは，供述調書（乙）

｛ （様式第'3号）によるべきであって告訴，告発（取消）調書によるべ
きでない。

3 検察官が刑訴法第234条の規定により告訴をすることができる者を

指定するときは，告訴人指定書（様式第11号）を作成し，その謄本を

指定された者に交付する。
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第3節任意捜査

凸
４
Ｆ
１
月 第1供述調書（第9条）

1 検察官又は検察事務官が被疑者の供述を録取するときは，供述調書

（甲） （様式第12号）による。被疑者以外の者の供述を録取するとき

は，供述調書〈乙） （様式第13号）による。

2被疑者の供述調書，すなわち，供述調書（甲）を作成するときは，

・ 犯罪事実に関する事項のほか，通常，次のような事項を明らかにする

必要があろう。ただし，既に司法警察員等の作成した供述調書等によ

り明ら･かな場合は， この限りでない。

（1） 本籍，住居，職業氏名，生年月'日及び年齢（外国人については，

国籍，在留カードの番号･交付年月日 ・有効期間の満了日 （中長期

在留者の場合）等法人については，名称又は商号』主たる事務所

又は本店の所在地，代表者の氏名，住居等）

（2） 出生地
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供述者が署名又は押印を拒んだ場合は，その旨を供述調書に明らか

にしておかなければならない。

（注1）平19．7．17最高検刑204号次長検事依命通達（例規集未登載）

（注2）昭29.12.27刑事32980号刑事局長通達（例規桑）

4、供述調書には，取調べ及び供述調書の作成を補佐した検察事務官も
署名押印すぺきであるし，取調べに当たって弁謹人その他適当と認め

られる者を立ち会わせたときは，供述調書に当該立会人の署名押印を

求めておくべきである。通訳人についても同様である。

第2娃定の嘱託（第10条）

検察官又は検察事務官が鑑定の嘱託をするときは，鑑定嘱託書（甲）

（様式第14号）による。鑑定処分許可状を得て嘱託するときは，鑑定嘱託

書（乙） （様式第15号）による。

第3捜査関係事項の照会（第11条）

検察官又は検察事務官が刑訴法第197条第2項の規定に基づいて行う照

会は，他に特別の定めのある場合を除き，捜査関係事項照会書（様式第16

(3) 変名，通称等

怪）位記，勲章，褒賞，恩給，年金等の有無及び種類（注）

(5) 前科の有無，その詳細及び執行状況

(6)起訴猶予歴

(7)保護処分歴

(8) 現に捜査中の事件の有無及びその内容

(9) 学歴,経歴，資産，収入，家族等

(注)判決いかんによってその恩典が影響を受けることがある。例えば･勲章盆奪
胎

令（明治41年勅令第291号）第1条，第2条及び勲章擁奪令施行細則（明治41

年閣令第2号).第1条参照。

3供述調書を作成したときは， これを供述者に閲覧させ，又は読み聞

かせるとともに，供述者に対して増減変更を申し立てる機会を与えな

ければならない。供述者が増減変更の申立てをしたときは，その供述

を調書に記載しなければならない(刑訴法第198条第4項，第223条第

2項)。
／

なお，実務の運用としては，供述者に「録取内容と供述内容の同一

性」を確認させるに当たり，検察官による読み聞けに加え，供述者に

調書を閲覧する機会を与えることとされている（注1）。 、

供述者が供述調書に署名することができないときは，検察官又は検

察事務官が代筆した上，供述澗書上にその旨を明らかにして署名押印

する。また，供述者が押印することができないときは，指印させなけ

ればならない（刑事訴訟規則（昭和23年最高裁判所規則第32号。以下

「刑訴規則」 という。）第61条)。この場合には，左手の示指を回転

して押なつさせる。左示指の欠損等により押なつさせることができな、

いときは，他の一指により押なつさせ，その指を明らかにするため，

例えば， 『署名指印（左栂指）をした」等と記載する（注2)。

号）による。

特別の定めのあるものとしては，前科照会書，身上調査照会書（犯歴事

務規程書式例様式第35号，同第41号）等がある。

なお，検察庁事務章程第27条（中央官庁等との往復文書）の規定は，別

段の例規ある場合を除き（注)，刑訴法第197条第2項の公務所照会につ

いても適用があるので，注意を要する。

（注）昭58.11.2刑総745号刑事局長通達（例規集）等

第4保全要請等（第12条）

検察官又は検察事務官が刑解法第197条第3項の規定によって通信履歴

の電磁的記録を消去しないよう求めるときは，保全要請書（様式第17号）

による。
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。 I

この場合において，当該電磁的記録（一部又は全部）について差押え又 I

は記録命令付差押えをする必要がなくなったときは， 当該求めを取り消さ ｜
なくてはならないので， この取消しを書面でするときは，保全要請取消書 I

（様式第18号）による。
｜

刑訴法第'9ﾔ条第4項の規定により消去しないように求める期間につい ｜
ては；特に必要があるときは， 30日を超えない範囲内で延長することがで ド
きるので, この延長の通知を書面でするときは,保全要請期間延長通知書 ｜

展

（様式第19号）による。
と

！『

第5領 置（第13条）

， ,検察官又は検察事務官が任意に提出された物を領置するときは,提 I
出者から任意提出書（様式第20号）を徴した上，領置調書（甲） （様 （

し．

式第21号）を作成するとともに，提出者に対して押収品目録交付書 ；

（様式第22号)を交付する｡遺留物を領置したときは,領置調書 i
（乙） （様式第23号）を作成する。

1．

I

2証拠品を領置したときは，証拠金品総目録を作成し,直ちに還付又 I

は仮還付する場合を除き.速やかにこれを領置調書及び証拠品と共に i
証拠品担当事務官に送付する。 ！

上

第6実況見分（第14条） ． ド

検察官又は検察事務官が実況見分をしたときは,実況見分調書(様式第 I
F・

24号）を作成する。
|

実況見分調書には,できる限り図面及び写真を添付すべきであるが，そ i

れらの作成者が調書菖体の作成者と異なるときは,図面又は写真の作成者 I
を明らかにして，その署名押印をも得ておくべきである。 ！『

f

なお，実況見分調書は，客観的に記載するように努め，関係者に説明を i

求めた場合にも,指示説明の範囲を超えて記載することは避けるべきであ ＃
る。 、 ｜

『

『．
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第7捜査の嘱舵（第15条）

検察官が他の検察庁の検察官に対してする捜査の嘱託は，他に特別の定

めのある場合を除き，捜査嘱託書（様式第25号）による。ただし，急速を

要するときは，適宜の方法によることができる。特別の定めとしては，逮

捕状や各種令状の執行の嘱託，移送指揮の嘱託，釈放指揮の嘱託等につい

て，それぞれ特別の書式が定められている。

第4節逮 捕

第1 逮捕状の請求（第16条）

1 検察官が刑訴法第199条第2項の規定に基づきいわゆる通常逮捕状

の請求をするときは，逮捕状請求書（甲） （様式第26号）によりその

鯖求をする。

検察官又は検察事務官が刑訴法第210条第1項の規定に基づきいわ

ゆる緊急逮捕状の請求をするときは，逮捕状請求書（乙） （様式第27

号）によりその請求をする。

逮捕状の錆求は，請求者の所属する検察庁の所在地を管轄する地方

・裁判所又は簡易裁判所の裁判官にしなければならない。ただし，やむ

を得ない事情があるときは，最寄りの下級裁判所の裁判官に請求する

ことができる。少年事件については，請求者の所属する検察庁の所在

地を管轄する家庭裁判所の裁判官にも請求することができる（刑訴規

則第299条)。

2逮捕状の謂求をするときは，逮捕状請求書にその謄本1通を添付し

， （刑訴規則第139条第2項)，逮捕の理由及び逮捕の必要があること

を認めるべき資料を提供しなければならない（刑訴規則第143条)。

〉

I

I

0

I

■
■
ロ
ｐ
●
９

ワ
■
》
●
●
●
▼

I

由
ｑ
０
１
浬
０
●
Ｃ
Ｄ
Ｕ

1
，－



生
Ｄ
ｐ
口
、
仮
叫
，
“
画
』
晶
呼
』
晦
琶
四
四
”
畦
画
聖
一
四
』
匡
醒
一
一
■
一
一
．
一
両
凹
一
匿
産
函
叫
』
脛
？
唾
』
一
一
』
岳
働
』
口
』
雷
巳
玲
ぶ
り
○
○
じ
‐
’
０
か
、
Ｌ
″
Ｂ
９
Ｂ
Ｆ
０
‐
１
１
１

雲
壼
一
§

ｌ
ｌ
ｌ
０
０
０
ｏ
０
ａ
■
・
↑
０
Ｏ
Ｂ
。
。
《
■
■
〃
Ｐ
．
。
０
０
．
０
△
仲
ｆ
、
ｉ
１
０
，
●
卜
・
・
１
０
１
．
ヶ
０
１
１
０
１
・
ｊ
ｒ
Ｉ
ｒ
ｐ
Ｌ
ｑ
Ｂ
ｌ
０
．
；
ｏ
Ｉ
Ｉ
０
Ｌ
ｙ
Ｄ
－
■
■
９
１
画
今
・
一
凸
面
。
ｉ
か
Ｏ
ｒ
１
ｆ
１
０
ｒ
０
０
▼
ｏ
ｆ
１
Ｄ
１
ｒ
０
・
ｌ
Ｌ
ｒ
ｒ
ｌ
ｌ
１
ｏ
ｌ
仏
一
ｒ
ｒ
Ｄ
ｂ
ａ
ｐ
■
一
ｒ
ｉ
印

●
◇

。
●
●
■

ｅ
■

20 第2章捜 査 各 論 21

逮捕状を請求する際に被疑者の氏名が明らかでない場合には，人相，

体格その他被疑者を特定するに足りる事項を記載し，年齢，職業又は

住居が明らかでないときは，その旨を該当欄に記載する。

3 ．令状担当事務官は，検察官又は検察事務官が逮捕状を請求するとき

は，令状請求処理簿（様式第28号）に所定の事項を登載する。逮捕状
●

が発せられたときは,･令状請求処理簿に所定の事項を記入して逮捕状

及び逮捕状請求書等関係書類を請求者に交付する。請求が却下された

ときは，その旨を令状請求処理簿備考欄に記入する。

4 司法警察職員が検察官を経由して逮捕状請求の手続をしたときは，

検察官は請求書の内容を審査した上，請求書に押印する。この場合に

。おいては，令状担当事務官は，請求の結果を明らかにしておかなけれ

ばならない。結果を明らかにしておくためには，令状請求処理簿に登

戦しておくことも一方法であるが，請求書の写しの提出を求め， これ

に請求の結果を記入して順次つづっておく等の方法でも差し支えない。

なお，内容を審査するとは，逮捕状請求書の犯罪事実の記載が適切

であるかどうか，資料の提供が十分かどうか等種々の観点から検討し，

不備な点があれば補正させる等適切な助言を与えること等をいい，警

察の捜査をより正確ならしめるために検察官が協力する趣旨のもので

ある。

第2引致の場所の変更手続（第17条）

1 逮捕に着手する前に逮捕状に記載された引致場所を変更する必要が

生じたときは，検察官は，引致場所変更請求書（様式第29号）により

引致場所の変更を裁判官に請求する。

この場合には，令状請求の場合に準じて引致場所変更請求書の謄本

1通を添付するとともに，引致場所の変更を要する逮捕状（数通発せ

られている場合には，その全部）を裁判官に提出する（注)。

（注）昭24.6.13股高裁刑二8378号刑事局長通達（例規集）

逮械状発付後における引致場所の変更の申請は,令状請求に準じて，謂求書

の謄本1通を添付して書面でこれをさせることとし， これに逮捕状が数通発

せられているか及び逮捕前の請求であるかどうかを記藏させるようにするの

が相当-であろう。その諸求を相当と蝿め変更する場合には，その限度におけ

る逮捕状の一部の変更であるから，引致場所を表示した文字を削る等の方法

によることなく，別に引致場所を変更する旨の記戦をし，年月日，所属裁判

所を表示して記名押印することが必要である。なお， この場合に，変更諦求

者の官公職氏名をも記載しておくことが相当であろう。このように変更する

については別紙（附塞にても可）に以上の点を明らかにして． もとの逮捕状

に添付する（この場合契印の必要がある）ことも一つの方法であろう。

2 引致場所の変更は，単なる逮捕状の訂正ではなく，既に発せられて

・ いる逮捕状の内容の一部を変更する新たな裁判であるから，その錆求

者は，逮捕状記載の被疑事実について捜査権を有する検察官（検察庁

法第5条，第6条第1項参照｡）であれば，逮捕状を請求した検察官

と所属庁が異なっても差し支えない。また，裁判官は，引致場所変更

の請求をすることができる検察官の所属する検察庁に対応する裁判所

の裁判官であれば，逮捕状発付裁判官と所属裁判所が異なっても差し

支えない。

第3逮捕手続書（第18条）

1 検察官又は検察事務官が被疑者を逮捕したときは，逮捕のてん末を

明らかにするため逮捕手続書を作成する。すなわち，逮捕状を示して

被疑者を逮捕したときは，通常逮捕手続書（甲） （様式第30号）を，

急速を要したため被疑者に対し被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられ

ている旨を告げてこれを逮捕したときは，通常逮捕手続書（乙） （様

・式第31号）を作成する。

刑訴法第210条の規定によりいわゆる緊急逮捕をした場合には，緊

急逮捕手続書（様式第32号）を作成する。

2検察官又は検察事務官が現行犯人を逮捕したときは，現行犯人逮捕
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